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 適用年度中（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日までの期間内に始まる

各事業年度。個人事業主の場合は、平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31

日まで）に、雇用者数を雇用者数を雇用者数を雇用者数を 5555 人以上（中小企業は人以上（中小企業は人以上（中小企業は人以上（中小企業は 2222 人以上）かつ人以上）かつ人以上）かつ人以上）かつ 10101010％以上増加％以上増加％以上増加％以上増加させる

など一定の要件を満たした事業主は、法人税（個人事業主の場合は所得税）の税法人税（個人事業主の場合は所得税）の税法人税（個人事業主の場合は所得税）の税法人税（個人事業主の場合は所得税）の税

額控除の適用が額控除の適用が額控除の適用が額控除の適用が受けられる受けられる受けられる受けられる制度があります。 

 その控除額が、今年４月より、「雇用者一人につき 20 万円」から「雇用者一人につ雇用者一人につ雇用者一人につ雇用者一人につ

きききき 40404040 万円の税額控除万円の税額控除万円の税額控除万円の税額控除」と増額されました。 

※ただし、当期の法人税額の 10％（中小企業は 20％）が限度です。 

●対象となる事業主の要件●●対象となる事業主の要件●●対象となる事業主の要件●●対象となる事業主の要件●    

■青色申告書を提出する事業主であること■青色申告書を提出する事業主であること■青色申告書を提出する事業主であること■青色申告書を提出する事業主であること    

■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者■適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者    ※※※※    がいないことがいないことがいないことがいないこと    

※雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪

失原因において「３ 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。 

■適用年度に雇用者■適用年度に雇用者■適用年度に雇用者■適用年度に雇用者((((雇用保険一般被保険者雇用保険一般被保険者雇用保険一般被保険者雇用保険一般被保険者))))の数を５人以上の数を５人以上の数を５人以上の数を５人以上((((中小企業の場合は２人以上中小企業の場合は２人以上中小企業の場合は２人以上中小企業の場合は２人以上))))、かつ、かつ、かつ、かつ    、、、、10101010％以上％以上％以上％以上

増加増加増加増加    ※２※２※２※２させていることさせていることさせていることさせていること    

※１ 中小企業とは以下のいずれかを指します。 

・資本金１億円以下の法人 

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1000 人以下の法人 

※２ 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。 

■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額■適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額    ※※※※    以上であること以上であること以上であること以上であること    

※ 比較給与等支給額 ＝ 前事業年度の給与等の支給額＋ （前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加

割合 × 30％） 

■風俗営業等■風俗営業等■風俗営業等■風俗営業等    ※※※※を営む事業主ではないことを営む事業主ではないことを営む事業主ではないことを営む事業主ではないこと 

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊

営業（キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など） 

利益の出ている会社にとっては、１人４０万円の税額控除は大きいものです。今年、すでに複数名の採用が決まって利益の出ている会社にとっては、１人４０万円の税額控除は大きいものです。今年、すでに複数名の採用が決まって利益の出ている会社にとっては、１人４０万円の税額控除は大きいものです。今年、すでに複数名の採用が決まって利益の出ている会社にとっては、１人４０万円の税額控除は大きいものです。今年、すでに複数名の採用が決まって

いる場合は、ご相談いただけたらと思いますいる場合は、ご相談いただけたらと思いますいる場合は、ご相談いただけたらと思いますいる場合は、ご相談いただけたらと思います。雇用促進計画作成代行も承ります。。雇用促進計画作成代行も承ります。。雇用促進計画作成代行も承ります。。雇用促進計画作成代行も承ります。    

 雇用者雇用者雇用者雇用者をををを１１１１人増人増人増人増やすごとやすごとやすごとやすごとにににに40404040万円万円万円万円のののの税額控除税額控除税額控除税額控除をををを受受受受けられまけられまけられまけられます！ 最新情報 

●適用の要件●●適用の要件●●適用の要件●●適用の要件●    

■■■■適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。    
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障害者雇用率障害者雇用率障害者雇用率障害者雇用率とは・・・とは・・・とは・・・とは・・・    

「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障

害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務づけているものです。すべての事業主が、法定雇用率以上の割

合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成 25 年 4 月 1 日から以下のように変わっています。 

事業主区分 

法定雇用率 

現行 平成平成平成平成 25252525 年年年年 4444 月月月月 1111 日以降日以降日以降日以降    

民間企業 1．8％ ２．０％２．０％２．０％２．０％    

国、地方公共団体等 2．1％ 2．3％ 

都道府県等の教育委員会 2．0％ 2．2％ 

 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員 56 人以上から 50 人以上

に変わりました。また、その事業主には、以下の義務があります。 

� 毎年 6 月 1 日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません 

� 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません 

 障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度とは・・・とは・・・とは・・・とは・・・    

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体として障害者の雇用水準

を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して 

調整金、奨励金を支給します。 

� 納付金の徴収 ・・・ 不足 1 人当たり月額 5555 万円万円万円万円    

� 調整金の支給 ・・・ 超過 1 人当たり月額 2222 万万万万 7777 千円千円千円千円    

    障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度障害者雇用納付金制度がががが適用適用適用適用されるされるされるされる企業企業企業企業はははは、、、、常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者 200200200200 人超人超人超人超のののの企業企業企業企業ですですですです。。。。    

※※※※平成平成平成平成 27272727 年年年年 4444 月月月月よりよりよりより常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者 100100100100 人超人超人超人超となるとなるとなるとなる。。。。常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者 200200200200 人超人超人超人超 300300300300 人以下人以下人以下人以下のののの事業主事業主事業主事業主はははは平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年 6666 月月月月までまでまでまで、、、、

常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者 100100100100 人超人超人超人超 200200200200 人以下人以下人以下人以下のののの事業主事業主事業主事業主はははは平成平成平成平成 27272727 年年年年 4444 月月月月からからからから平成平成平成平成 32323232 年年年年 3333 月月月月までまでまでまで納付金納付金納付金納付金がががが 4444 万円万円万円万円にににに減額減額減額減額されるされるされるされる。。。。            

～「もらい忘れ」の障害年金はありませんか？～    

「人工透析に週 3 日通っている」「心臓にペースメーカーを入れている」…このような場合、障害年金受給の可能性があり

ます。障害年金は、老齢年金と同じ公的年金ですが、65 歳に達していなくても認定基準の要件に該当すれば受給するこ

とができます。しかし、請求しなければ受給することができませんし、申請手続き・認定基準の複雑さから多くの請求もれ

があるのが現状です。ご不明な点等ありましたら、お気軽につちはし事務所までお問い合わせください。 

あとがきあとがきあとがきあとがき◆◆◆◆つちはしつちはしつちはしつちはし事務所事務所事務所事務所よよよよりりりり    

☆☆☆☆先月先月先月先月はははは、、、、若者若者若者若者１１１１人雇人雇人雇人雇うだけでうだけでうだけでうだけで４００４００４００４００万以上万以上万以上万以上のののの助成金助成金助成金助成金がもらえるがもらえるがもらえるがもらえるかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない制度制度制度制度（（（（若者若者若者若者チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ奨励金奨励金奨励金奨励金））））をををを紹紹紹紹

介介介介しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、今度今度今度今度はははは雇用者雇用者雇用者雇用者をををを一人増一人増一人増一人増やすごとにやすごとにやすごとにやすごとに４０４０４０４０万円万円万円万円のののの税額控除税額控除税額控除税額控除がががが受受受受けられるけられるけられるけられる「「「「雇用促進税制雇用促進税制雇用促進税制雇用促進税制」」」」のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

ですですですです。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、若若若若いいいい人人人人でなくてもでなくてもでなくてもでなくても、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも OKOKOKOK。。。。ただしただしただしただし人数人数人数人数がががが１１１１割以上増割以上増割以上増割以上増えることがえることがえることがえることが条件条件条件条件ですですですです。。。。    これからこれからこれからこれから人人人人がががが

増増増増えるえるえるえる予定予定予定予定のののの事務所事務所事務所事務所はははは、、、、２２２２つのつのつのつの制度制度制度制度をををを一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えてみてはいかがでしょうかえてみてはいかがでしょうかえてみてはいかがでしょうかえてみてはいかがでしょうか。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの税額控除税額控除税額控除税額控除をををを受受受受けるにけるにけるにけるに

はははは、、、、まずまずまずまず事業年度事業年度事業年度事業年度のののの初日初日初日初日からからからから２２２２ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内にににに雇用促進計画雇用促進計画雇用促進計画雇用促進計画をたててをたててをたててをたてて、、、、税務署税務署税務署税務署ではなくではなくではなくではなく、、、、ハローワークのハローワークのハローワークのハローワークの担当部署担当部署担当部署担当部署

にににに提出提出提出提出するするするする事事事事になりますになりますになりますになります。。。。    ハローワークがハローワークがハローワークがハローワークが窓口窓口窓口窓口なのでなのでなのでなので、、、、税務税務税務税務であってもであってもであってもであっても社労士社労士社労士社労士がおがおがおがお役役役役にたちますにたちますにたちますにたちます。。。。つちはしつちはしつちはしつちはし

事務所事務所事務所事務所ででででもももも、、、、雇用促進税制雇用促進税制雇用促進税制雇用促進税制のののの手続手続手続手続きをきをきをきを承承承承っておりますっておりますっておりますっております。。。。興味興味興味興味があればがあればがあればがあれば、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

☆☆☆☆「「「「年金年金年金年金はははは年年年年をををを取取取取らないともらえないらないともらえないらないともらえないらないともらえない」、「」、「」、「」、「障害年金障害年金障害年金障害年金はははは、、、、事故事故事故事故などでなどでなどでなどで体体体体がががが不自由不自由不自由不自由になったになったになったになった方方方方のののの制度制度制度制度」」」」というふうにというふうにというふうにというふうに    

    考考考考えていませんかえていませんかえていませんかえていませんか？？？？    障害年金障害年金障害年金障害年金はははは事故事故事故事故やややや病気病気病気病気でででで日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支障支障支障支障があるがあるがあるがある人人人人についてについてについてについて支給支給支給支給されるされるされるされる制度制度制度制度ですですですです。。。。腎腎腎腎

臓病臓病臓病臓病やややや、、、、心臓病心臓病心臓病心臓病などのなどのなどのなどの内蔵疾患内蔵疾患内蔵疾患内蔵疾患、、、、うつうつうつうつ病病病病などのなどのなどのなどの精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患でもでもでもでも障害年金障害年金障害年金障害年金のののの受給受給受給受給にににに結結結結びつくびつくびつくびつく可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

おおおお近近近近くのくのくのくの方方方方にににに、、、、年金年金年金年金のののの貰貰貰貰いいいい忘忘忘忘れがないかどうかれがないかどうかれがないかどうかれがないかどうか、、、、今一度今一度今一度今一度ごごごご確認確認確認確認くださいませくださいませくださいませくださいませ。。。。    

    

障害者の法定雇用率が引き上げになります！！ 最新情報 

従業員５０人以上５６人未満従業員５０人以上５６人未満従業員５０人以上５６人未満従業員５０人以上５６人未満の事業主のみなさまは特にご注意の事業主のみなさまは特にご注意の事業主のみなさまは特にご注意の事業主のみなさまは特にご注意くださいくださいくださいください    


